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平成２１年２月２８日付に異動がありました。 

 

 

 

 

【軽自動車検査協会よりお知らせ】 

 

 

 

 

～平成２１年４月から実施～ 

◇ 周知期間   平成２０年１２月～平成２１年３月 

◇ 確認書類 

 次のいずれかで確認します。 

その１） 前使用者の軽自動車税納税証明書 

その２） 新使用者の軽自動車税非課税証明書（各市町村発行） 

その３） 名義変更時の軽自動車税納税申告書の控え 

 

 

 

４月２日以降に名義変更等された軽自動車の継続検査時に 

軽自動車税完納確認を行います 
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